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令和４年度習志野市公営企業運営協議会第３回会議 会議録 

 

１ 開催日時 令和５年２月２日（木曜日）午前９時３０分～午前１０時３０分 

 

２ 開催場所 習志野市企業局 本館３階ＡＢ会議室 

 

３ 出席者 

   【議長】 右島 信幸 

   【委員】 伊東 弘樹、香取 裕子、鈴木 とし江、田久保 直子 

        田尻 正代、伊達 佳子、森 英樹 

   【職員】 企業管理者   市川 隆幸、業務部長   渡辺 裕之、 

        工務部長    鈴木  竜、業務部次長  真田 知幸、 

        工務部副技監（下水道課長）        山﨑  昇、 

        工務部副技監（津田沼浄化センター所長）  鈴木 治夫、 

        企業総務課長  柴野 文明、公営企画課長 米山 悟史、 

        経理課長    藤倉 雅樹、業務部主幹  望月 伸高 

 

４ 議題   各会計予算案の概要 

 

５ 会議資料 会議次第 

       令和５年度習志野市ガス事業会計予算案の概要 

令和５年度習志野市水道事業会計予算案の概要 

令和５年度習志野市下水道事業会計予算案の概要 

令和５年度ガス事業会計予算 平均原料価格の推移 

 

６ 議事内容 

【右島議長】これより、令和４年度習志野市公営企業運営協議会第３回会議を開

会します。本日の議題「各会計予算案の概要」については、令和５年習志野市議

会第１回定例会に対し、議案として提出するものでありますことから、議案提出

前に、公開で審議することは適当でないため、会議は非公開で行います。 

 

【右島議長】日程第１、会議録の作成についてです。会議録については、要点筆

記とし、会議名、開催日時、開催場所、出席者氏名、審議事項、会議内容、発言

委員の名前及び所管課名を記載した上で、市ホームページ及び市役所のグラウ

ンドフロアの情報公開コーナーにおいて、議案提出後に公開したいと考えます

が、御異議ありませんか。 
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異議なし 

 

【右島議長】日程第２、会議録署名委員の指名についてです。会議録の作成にあ

たり、正確性、公正性を期すため、名簿順で鈴木とし江委員を指名させていただ

きたいと思いますが、御異議ありませんか。 

 

 異議なし 

 

【右島議長】鈴木とし江委員を指名させていただきます。 

 

【右島議長】日程第３、議題に移ります。議題１「各会計予算案の概要」につい

て事務局より説明をお願いします。 

 

【経理課長 藤倉】 

＜「各会計予算案の概要」について説明＞ 

令和５年度予算案の概要を資料に基づき、ガス事業会計から順にご説明しま

す。 

事業の概要ですが、メーター取付増加件数は、８０４件の増としました。これ

により、年度末メーター取付件数は、対前年度比１．０％増の８万２千７９４件

を見込みました。 

ガス購入量は、対前年度比０．９％減の５千９８３万１千立方メートルを見込

みました。 

ガス販売量は、対前年度比０．６％減の５千９７５万３千立方メートルとしま

した。 

主要な建設改良事業は、ガス本支管工事を布設延長数３千９００メートル、工

事費は、９億２千８２０万円を計上しました。この工事を実施することにより、

令和５年度末における耐震化率は９４．０％になります。 

次に収支状況の収益的収支の概略をご説明します。金額については、消費税を

含んだ額となっています。数値については、下段の表に記載しています黄色い部

分の収益的収支ですのでご参照ください。 

ガス事業の令和５年度予算は、昨年に引き続き、原料価格の上昇が続く中、平

均原料価格を上限値以上で推移すると見込んだ結果、損益は純損失となる予算

編成となりました。事業収益よりご説明します。事業収益は、対前年度比２１．

３％増の１０６億２千６２０万円です。内容としては、営業収益は、前年度に比

べ１９億２千８６０万円増の９６億５千９３０万円を計上しました。主なもの
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として、ガス売上は原料価格の上昇を見込んだことにより、増となりました。営

業雑収益は、受注工事収益などの減少により、対前年度比８．３％減の７億２千

４１０万円、営業外収益は、雑収益などの増加により、対前年度比１．１％増の

２億３千１８０万円を計上しました。対します事業費用は、対前年度比２４．

０％増の１０６億２千３２０万円です。内容としては、営業費用は、前年度に比

べ２１億４千２３０万円増の９７億２３０万円を計上しました。主なものとし

て、購入ガス費は、原料価格の上昇を見込んだことにより、増となりました。営

業雑費用は、受注工事原価などの減少により、対前年度比９．４％減の６億６千

４４０万円、営業外費用は、消費税等納税額などの減少により、対前年度比８．

７％減の２億１５０万円を計上しました。また、消費税等控除後の損益は、１億

７１０万円の純損失を見込んでいます。なお、この純損失については、利益剰余

金を取り崩し補てんする予定です。 

次に、資本的収支です。金額については、消費税を含んだ額となっています。

数値については、下段の表に記載しています黄色い部分の資本的収支ですので

ご参照ください。資本的収入は、対前年度比５１．５％減の２億１千６００万円

です。主なものとして、ガス本支管工事に伴う工事負担金は増加したものの、長

期貸付金の償還計画に基づく減少により、減となりました。対します資本的支出

は、対前年度比３．３％減の２０億８千９１０万円です。主なものとして、ガス

本支管の整備による建設改良費は増加したものの、長期貸付金の貸付け予定額

に基づく減少などにより、減となりました。なお、資本的収入から資本的支出を

差し引いた、差し引き不足額１８億７千３１０万円については、自己財源などで

補てんします。資料右側には、販売量及びガス売上の推移などのグラフを記載し

ていますので、ご参照ください。また、別紙に参考として、「令和５年度ガス事

業会計予算 平均原料価格の推移」のグラフもありますので、併せてご参照くだ

さい。以上がガス事業会計の概要です。 

次に、水道事業会計についてです。 

事業の概要ですが、メーター取付増加件数は、６５８件の増としました。これ

により、年度末メーター取付件数は、対前年度比１．１％増の６万２４１件を見

込みました。 

水源は、対前年度比１．６％減の１千１６８万５千立方メートルを見込みまし

た。 

有収水量は、対前年度比０．９％減の１千１３８万立方メートルとしました。 

主要な建設改良事業は、水道本支管工事布設延長数４千１００メートル、工事

費は、９億４千６００万円を計上しました。この工事を実施することにより、令

和５年度末における耐震適合率は４６．５％になります。配水本管更新事業２工

区は、令和４年度からの継続費で令和５年度は、年割額７千４９３万８千円です。
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重要給水施設管路耐震化事業は、新規の継続費設定です。事業期間は令和５年度

から令和６年度で、継続費総額は３億５千５０９万９千円、令和５年度は、年割

額９千８９４万２千円です。次に、収支状況の収益的収支の概略をご説明します。

金額については、消費税を含んだ額となっています。数値については、下段の表

に記載しています黄色い部分の収益的収支ですのでご参照ください。 

水道事業の令和５年度予算は、給水収益の減少や動力費である電気料金の増

加を見込んだことなどから、損益は純損失となる予算編成となりました。事業収

益よりご説明します。事業収益は、対前年度比０．９％減の２３億７千８２０万

円です。内容としては、営業収益は、前年度に比べ２千４０万円減の１８億２千

５８０万円を計上しました。主なものとして、給水収益は有収水量の減少を見込

んだことにより、減となりました。営業外収益は、他会計負担金などの減少によ

り、対前年度比０．１％減の５億４千６９０万円を計上しました。対します事業

費用は、対前年度比４．８％増の２３億９千５２０万円です。内容としては、営

業費用は、前年度に比べ１億１千４７０万円増の２３億６千５７０万円を計上

しました。主なものとして、動力費や減価償却費などの増加により、増となりま

した。営業外費用は、消費税等納税額などの減少により、対前年度比３２．５％

減の１千８０万円を計上しました、また、消費税等控除後の損益は、９千２２０

万円の純損失を見込んでいます。なお、この純損失については、利益剰余金を取

り崩し補てんする予定です。次に、資本的収支です。金額については、消費税を

含んだ額となっています。数値については、下段の表に記載しています黄色い部

分の資本的収支となりますのでご参照ください。資本的収入は、対前年度比１０．

９％減の５億６千７０万円です。主なものとして、継続費年割額の減少に伴う、

企業債などの減少により、減となりました。対します資本的支出は、対前年度比

６．７％増の１３億３６０万円です。主なものとして、水道本支管の整備による

建設改良費の増加により、増となりました。なお、資本的収入から資本的支出を

差し引いた、差し引き不足額７億４千２９０万円については、自己財源などで補

てんします。資料右側には、有収水量及び給水収益の推移などのグラフを記載し

ていますのでご参照ください。以上が水道事業会計の概要です。 

次に下水道事業会計についてです。 

事業の概要ですが、年間総処理水量は、対前年度比０．５％減の２千８２１万

１千立方メートルを見込みました。 

年間有収水量は、対前年度比０．７％減の１千８４９万立方メートルを見込み

ました。 

年度末処理区域内人口は、対前年度比０．９％減の１６万６千９００人を見込

みました。 

主要な建設改良事業は、鷺沼放流幹線下水道建設工事委託の継続費で令和５
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年度は、年割額１０億９千２００万円です。津田沼浄化センター改築工事委託、

Ⅰの１系水処理設備等は、令和４年度に設定した継続費を廃止し、新たに令和５

年度に新規設定するもので、事業期間は、令和５年度から令和７年度で、継続費

総額１２億４千４３０万円、令和５年度は、年割額１千７３０万円です。 

次に、令和５年度の管渠整備ですが、整備延長１千７４８メートル、整備面積

５．７ヘクタールです。これにより、令和５年度末下水道普及率は、９５．９０％

になります。次に、収支状況の収益的収支の概略をご説明します。金額について

は、消費税を含んだ額となっています。数値については、下段の表に記載してい

ます黄色い部分の収益的収支ですのでご参照ください。 

下水道事業の令和５年度予算は、下水道使用料の減少などを見込みましたが、

損益は、純利益となる予算編成となりました。事業収益よりご説明します。事業

収益は、対前年度比１．４％増の６７億３千４６０万円です。内容としては、営

業収益は、前年度に比べ１億２千８９８万５千円増の４７億５千８２７万１千

円を計上しました。主なものとして、下水道使用料は、有収水量の減少を見込ん

だことにより減となりました。雨水処理負担金は、処理場に係る委託料などの増

加により増となりました。営業外収益は、他会計負担金などの減少により、対前

年度比１．９％減の１９億６千５３２万９千円を計上しました。対します、事業

費用は、対前年度比２．４％増の６３億２千７８０万円です。内容としては、営

業費用は、前年度に比べ１億６千９１２万７千円増の５９億２千１６０万６千

円を計上しました。主なものとして、処理場に係る委託料などの増加により増と

なりました。営業外費用は、企業債の支払利息などの減少により、対前年度比５．

１％減の３億４千５１９万４千円を計上しました。また、消費税等控除後の損益

は、３億４９２万９千円の純利益を見込んでいます。なお、一般会計繰入金は、

処理場に係る委託料などの増加により、対前年度比６．４％増の、１３億５０万

７千円となっています。 

次に、資本的収支です。金額については、消費税を含んだ額となっています。

数値については、下段の表に記載しています黄色い部分の資本的収支となりま

すのでご参照ください。資本的収入は、対前年度比２３．２％減の３０億６千１

１０万円です。主なものとして、建設改良費の減少に伴い、企業債の借入れや建

設事業に係る国庫補助金などの減少により、減となりました。対します、資本的

支出は、対前年度比１４．６％減の４７億１０万円です。主なものとして、鷺沼

放流幹線建設工事委託や津田沼浄化センター改築工事委託の継続費年割額など

の減少により、減となりました。なお、資本的収入から資本的支出を差し引いた、

差し引き不足額１６億３千９００万円については、自己財源などで補てんしま

す。資料右側には、有収水量及び使用料の推移などのグラフを記載していますの

でご参照ください。以上が下水道事業会計の概要です。 
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【公営企画課長 米山】 

＜「ガス料金と水道料金の今後について」説明＞ 

ガス事業会計において、純損失を見込むこととなった要因は、原料価格が過去

に例を見ない高騰が続いたため、令和５年度予算は、平均原料価格が原料費調整

の上限値以上で推移すると見込んだことによるものです。 

原料費調整の上限については、平成２９年から始まったガス小売全面自由化

以前においては、全てのガス事業者が設定していましたが、令和５年３月時点に

おいては、ガス事業者１９３者のうち、１５事業者のみが上限を設定している状

況です。そのうち、公営ガス事業者は３者となっています。また、上限を設定し

ている事業者のうち、上限の価格を引き上げている事業者もあります。本市とし

ては、今後の原料価格の動向を注視し、上限の取扱いを判断していきたいと考え

ています。 

続いて、水道事業会計ですが、メーター取付件数は前年比で多少の増加となっ

ている一方で、節水意識の浸透や節水型器具の普及によって、料金徴収の対象と

なる有収水量は年々減少しています。この有収水量の減少傾向に対する取り組

みとして、平成２６年度より「習志野市水道事業収支改善委員会」を立ち上げ、

有収水量の増加に資する取り組みを行ってきていますが、現在のところ抜本的

な改善に繋がっていません。また、今後の人口減少によって有収水量が減少し、

給水収益も減少するものと見込んでいます。対する費用は、平成２８年度から令

和元年度の４年間で実施した、第１給水場更新・第４給水場建設事業において、

大きな設備投資を行ったことにより、減価償却費が増加しました。今後、この減

価償却費による負担を抑えるべく、将来的においても水の安定供給に支障をき

たさないことを検証しながら施設や設備の廃止や統合、いわゆるダウンサイジ

ングなどの検討をしているところです。保有する施設の規模や数量を減少する

ことが可能となれば、更新費用も低減化できるとともに、減価償却費の低減化も

図ることできます。 

現在の水道料金は、平成１７年度に改定して以来、約１７年間、現行料金を維

持してきましたが、ご説明したとおり、給水収益の確保に資する取り組み、費用

の削減の取り組みだけでは、今後、持続可能な健全経営が困難になることが予想

されます。ガス事業会計での純損失は、原料の高騰によるもので、数年で緩和さ

れる可能性もありますが、水道事業については、収益の減少と費用の増加は恒常

的なものとなっているため、今後は、安定給水と健全経営に必要な純利益をしっ
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かりと確保するべく、近い将来、料金改定を行わなければならないと考えていま

す。なお、これからの公営企業の運営にあたって、将来の子どもたちや孫たちの

世代への負担が大きくならないよう、必要な純利益をしっかり確保し、経営基盤

の強化を図り、将来にわたる持続可能な健全経営を実現できるよう、努めていき

たいと考えています。 

 

【右島議長】事務局から説明がありましたが、御意見、御質問がございましたら、

挙手をもってお願いします。 

 

【田尻委員】ガス事業で、メーター取付増加件数が前年比１％増加しているのに、

ガス購入量と販売量がマイナスになっているのは、オール電化の家が増えてき

ているせいでしょうか。それと、ガスや水道の純損失は利益剰余金で補填される

みたいですが、それぞれ補填して、ずっとマイナスになっていたら大丈夫なんで

しょうか。 

 

【業務部主幹 望月】メーター取付件数に対する販売量の関連性についてお答

えします。メーター取付件数というのは、年々住宅が建設されたりなどの影響で

増える傾向があります。一方で、習志野市内の１世帯あたりの人口がごくわずか

ですが、年々減少傾向にあります。メーターの件数が増えても人口がそこまで増

えず、むしろ今年度に入って、人口がマイナス傾向にありまして、１件当たりの

販売量が減少しているところです。それと、販売量が減少すると購入量も減って

しまいます。販売量については、ガス事業の状況として、家庭用が約４割、工業

用が約４割、その他が約２割というような構造となっています。家庭用は１件あ

たりの人口の減少などの影響で減っており、工業用の部分は、コロナの影響もあ

るのか、生産量が減っている工場等もありまして減少傾向にあるといったとこ

ろで、販売量が減少していまして、令和５年度も減少するだろうと見込んでいま

す。 

 

【経理課長 藤倉】利益剰余金を取り崩してこのまま大丈夫なのでしょうか、と

いうことについて、まず、利益剰余金ですが、ガス事業会計においては、令和４

年度の見込み値でいうと約１４億円、水道事業会計においては、令和４年度の見

込み値でいうと約１１億円です。ガス事業会計は、純損失となる見込みになって

いますが、その主な要因は、平均原料価格が上限値を超えてしまっていることに

あります。それによって、本来いただくガス料金の一部を企業局で負担している

部分があります。本来いただく収益が減ってしまって、費用はそのまま転嫁され

ているという状況ですので、純損失を見込んだという予算です。今後、平均原料
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価格が上限値よりも低くなってくるとか、そういう状況になれば、通常の収益を

見込めると考えていますので、原料価格の動向を見ながら、事業の運営をしてい

かなければならないと考えています。水道事業については、同じような状況で、

原料価格が上がっていて、報道でもあるように電気料金が上がっている影響が

水道事業にもありまして、純損失というような計上になっています。水道事業と

いうのは電気を使ってポンプで水を送り出して、蛇口をひねれば水が出るとい

うような仕組みになっていて、電気は通常の事業よりも使うということで純損

失としていますが、こちらも状況が変われば変わってくると考えています。ただ、

水道事業については販売量が減少傾向にあり、給水収益も落ち込んでいる傾向

がある中で、料金の見直し等も考えていかなければならないという状況です。 

 

【伊東委員】水道料金の話が出ましたけど、水道は多分ずっと今まで企業局の中

では一番利益が出ないという状況の中で、市民の半分の人は１．２３倍払ってい

るので、１０％ぐらい上げても多分市民は怒らないのではないかと思うんです

ね。私も委員を長くやっていますが、毎年、水道の収益だけがどうしても良くな

いので、早急な解決として、物価上昇にもなっているので、今上げないとまた上

げられなくなってしまうと思うので、水道料金をちょっと上げてもいいのでは

ないかなという私の意見です。あと、習志野市の LINEで『年間契約量が１，０

００万立方メートル未満の企業のガス料金を３０円値引きします』とありまし

たが、年間１，０００万立方メートルはどのくらいなのでしょうか。 

 

【業務部主幹 望月】一般家庭の使用量の１ヶ月平均が３０立方メートルなの

で、一般家庭ですと年間３６０立方メートルになります。１，０００万立方メー

トルを超えるお客様というのは市内では１件しかなく、かなり大量のガスを使

うという量になります。 

 

【伊東委員】ほとんどの家庭が値引きになるということですか。 

 

【業務部主幹 望月】一般家庭においては皆さん対象になります。ただ、今回対

象にならないのが、年間１，０００万立方メートル以上使うお客様が対象になら

ないということで、我々の供給区域内では 1件だけということです。 

 

【伊達委員】耐震化率ということで、ガスが昨年９３．６％で今年が９４．０％、

水道が４５．５％から令和５年度末で４６．５％ということで、ガスに比べてか

なり低いようには思えるのですが、この４６．５％は、安心して暮らしていける

というか、そんなに心配する数字ではないのでしょうか。また、昨年の４５．５％
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から４６．５％の１％増で、これは何％以上になれば本当にも安心して暮らせる

のでしょうか。１００％を目指しているのであれば、１年に１％ずつだと５０年

かかるということですが、何か基準はあるのでしょうか。 

 

【経理課長 藤倉】耐震適合率についてご説明します。耐震適合率をガスと比較

しますと低いように見えますが、基幹管路耐震適合率の中の基幹管路の耐震適

合率、管路の耐震化率で言いますと、習志野市が令和３年度決算で約５６％、全

国の平均値ですと令和２年度決算で約４０％なので、そんなに変わらないとい

うところです。ただ、目指すのは１００％で、そこに向けてどのぐらいかかるの

かというと、８０年ぐらいかかるという計画をしています。国の方針で、基幹管

路、要は主要な管路を優先的に入れ替えてくださいという中で、企業局も基幹管

路を優先的に入れ替えていくということで、重要給水施設の耐震化事業で入れ

替えするという計画をしているところです。 

 

【公営企画課長 米山】他との比較ということで、国が定める、国土強靱化年次

計画２０２２では、令和１０年度末現在で基幹管路の耐震適合率６０％以上と

している中で、企業局は令和１０年で６５％になる見込みで、現状国の目標を達

成できると考えています。 

 

【森委員】田尻委員からも質問がありました、このままいって大丈夫なのか、ど

れぐらいもつのかという話ですが、純損失に関しては減価償却等も含まれてい

ると思うので、実際のお金の流れとは違うマイナス部分なのかなと思います。資

本的収支で、収入に対して支出がこれだけ開きがあるところで、ガス事業に関し

ては、建設改良費と長期貸付金等の償還計画が含まれて、水道はほぼ建設改良費

という感じですが、いずれにしても、かなりの金額の資本的支出が見込まれてい

て、それは先ほど減価償却の減少に努めますという話がありましたが、設備投資

をしている限り減価償却って、市民の安全安心を考えると増えていってもいい

と思っています。他に下げられる資本的支出がどの程度あるのか、ここで言うと

貸付金とかもあると思いますし、公営企業法に則るとルールも色々あると思い

ますが、それに対しての雑収入等が減ったとしても、それ以上の資本的支出って

いうものが抑えられれば、かなり資金繰りが改善されると思います。また、田尻

委員の質問のように、どれぐらいもつのかという、毎年ガスで１８億あったり、

水道も同じように７億４，０００万不足が出ていて、何年ぐらい同じ状況だとし

て耐えられるのかなと思います。法人だと、松下幸之助さんがおっしゃっている

ようなダム経営みたいに、１年間売り上げが０でも耐えしのげるだけの資金が

必要だ、といった話があると思います。事業収益がもちろんなくなるわけではな
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いですが、いろいろ市民を補助していくとか、出ていくものが増えて収入が減っ

てという状態を続けていくと資金繰りもなかなか改善は難しいかなと思います。

多少、市民が痛みを伴うものであっても必要であれば改善する、上限設定を改善

するという話もありましたが、その辺のお考えですね。まず、どれぐらい耐えう

るものなのかというところと、その改善策、直接すぐにでも対応できるものはど

ういうものがあるのかをお聞かせいただければと思います。 

 

【業務部主幹 望月】費用の減少と経営改善の取り組みについてお答えします。

おっしゃる通り、安定供給のために計画的にきちんと施設を更新していき、それ

によって減価償却費が増えたり横ばいになる、これは大事であると思っていま

す。私どもとしては将来的に人口減少が見込まれる中で、今ある施設をそのまま

更新するのではなく、施設の統廃合とかダウンサイジングといった規模の縮小

を検討して、将来の投資を減らしていくことを検討しています。それによって投

資額が減れば減価償却費も、多少ですが減っていくことも考えられますので、現

在は施設の統廃合やダウンサイジングを検討しています。 

 

【経理課長 藤倉】資本的収支不足額が１８億と７億で多いということですが、

まず、収益的収支の部分と資本的収支の部分ですが、１年間の経営で利益があり、

その中で設備投資の部分は通常、資本的収支は不足するというような予算の組

み立てになっています。１年間の経営成績の中で、ある程度の利益を上げていか

ないと、その部分を積み立てて設備投資に回して、不足部分を補うということが

公営企業会計の処理の形になっています。実際に１８億不足はしていますが、そ

の中で減価償却費を費用として発生をさせて、内部に留保したものをそこの不

足する分に充てている。なおかつ、設備投資をしていますので、そこで不足する

部分も１年間の経営の中で利益を上げて、その部分を設備投資に充てる建設改

良積立金や減債積立金に積み立てをして、それを設備投資に充当する流れにな

っています。確かに不足額が多い少ないというのはその年によってありますが、

今後どうやって更新をしていくのか、耐震をしていかなければいけないのかと

いうことで、更新をしていくためには資本的支出が増える形になると、資本的収

入というのは限られているものなので、不足額が増えていくことになります。そ

こに対して支出を抑えるというか、どういう選択をするとよりよく効率的に耐

震できるとか、管の口径を下げるとかをやっている中で設備投資を抑えていま

す。ただ、１年間の経営成績の中では純利益を見込んでいかないと、建設投資に

充てる設備投資が不足してしまうので、そこはある程度利益を上げていかなけ

ればいけないと思っています。今回の予算の通り、利益でなく純損失という予算

を計上していますが、今後、継続して赤字になっていく、要は上限値よりも原料
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価格がずっと超えるということであれば、料金の上限の見直しも考えていって、

１年間の経営成績を検討していかなければいけないというのはあります。ただ、

上限値よりも原料価格が下がれば、お客様から料金をいただいて、利益を計上で

きるような予算組みであると考えています。 

 

【森委員】資本的支出の中に、将来のための積み立てとか、そういった支出も含

まれているということですか。 

 

【経理課長 藤倉】その通りです。 

 

【業務部長 渡辺】どのくらいもつのかという話ですが、期間というはなかなか

判断が難しく、ガスであれば原料価格の動向、それと利益剰余金の状況を勘案し

つつ、やはり私どもの一番の使命は安定的に供給をするということですので、そ

こに支障を来たす可能性が出てくるならば、上限値の見直しをしていかなけれ

ばいけないと考えています。水道に関しては、動力費の上昇ということに目が行

きがちですが、先ほどの説明の通り、給水収益の減少傾向と老朽化した設備投資

をしていかなければならないという中では、直近、料金改定も視野に入れていか

なければいけないと考えています。どれぐらいもつのかというのは、なかなか明

確には回答できないですが、現在、経営戦略の見直しをしています。令和６年度

から実施されるところですが、その中で明確になってくると考えています。 

 

【企業管理者 市川】ガスと水道の損益が純損失になったということですが、ガ

ス事業は平成１７年から２０年の４年間損益が厳しくなり、その時は４年目で

初めて料金改定をするということになりました。資料に『ガス事業会計予算 平

均原料価格の推移』というのがあります。実績が青線で書いてあって、１４０，

０００の下に赤線があります。ここまでは、基本的に原料価格の推移によって、

ガス料金が自動的に変わります。この赤線を超えると我々が全て自己負担をし

なくてはならないと、これが先ほどから上限と言っている部分です。この上限を

見直さなければいけない部分、上限の撤廃や改正、それから、そもそも基準平均

原料価格の改正ということも視野に入れつつ、どれだけ安定供給を続けながら

施設更新をしていくことができるのかということは、２年、３年見た中で進めて

いかなければいけないだろうと思っています。水道事業については、ややもう少

し早くなる状況で料金改定をしなければならない、先ほど伊東委員から市内の

料金格差という話もありました。県企業局の状況にもよりますが、私どもの料金

改定がどのくらいの幅になるのかも含めまして、来年度の運営協議会で水道料

金の考え方についてご説明する場面があるかと思います。その節はまた、忌憚の
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ないご意見をいただければと思います。 

 

【右島議長】最後にその他として、何かございましたらお願いします。 

 

【鈴木とし江委員】ナラシドウォーター♪は、小さくする予定はないでしょうか。 

 

【業務部長 渡辺】ご意見ありがとうございます。私どもも他市や他事業者に行

くと、小さいボトルで出していただくことがほとんどです。我々のお客様にもお

茶ですけれども小さいボトルで出しています。ナラシドウォーター♪に関して

も、いつになるかは別としまして、小さくしようというような考えは持っていま

す。 

 

【企業管理者 市川】ナラシドウォーター♪は、最近の実績ですと１年間に２万

本ぐらい作っています。多い時で２万５千本という時もありました。このサイズ

であっても収支は赤字の状況でして、もちろん売り上げを期待して作っている

ものではないというのが原点ではあります。我々としてガス・水道・下水道事業

のＰＲとして、色々な場面で販促のために使用させていただています。どこにお

金をかけるのかということで、収支を考えながら今後、検討していきたいという

ことと、ペットボトルのリサイクルの関係もあります。ラベルではなくペットボ

トルに直接印刷するというのも最近あります。そういった様々な研究を重ねて、

市民の皆様にご利用いただける水を提供できればと思います。 

 

【伊達委員】ナラシドウォーター♪と家で蛇口をひねって出てくる水は全く同

じものなのでしょうか。 

 

【公営企画課長 米山】水道水とペットボトルの水の違いですが、ペットボトル

に入っている水は１度煮沸させて、水道水に含まれている塩素が飛んだ状態に

なっていますので、においが少し違います。成分そのものは同じで、水道水も非

常においしいものになっていますので、ぜひ飲んでいただければと思います。 

 

【企業管理者 市川】参考までに、ペットボトルの裏面に、今回の水は第４給水

場で採ったと記載してあると思います。実際に市民の皆様にご利用いただいて

いる水を使って、このペットボトルを作っているということです。 

 

【右島議長】本日の日程は以上となります。これをもちまして、令和４年度習志

野市公営企業運営協議会第３回会議を閉会します。 


